
 

 

 

 

♦市民向け手話講座の開催（資料３ １－①） 

 

１ 事業の概要 

市民の皆さんが手話に関心を持ち、手話への理解を深めるために自己紹介や

簡単なやり取りができることをめざす入門講座を開催。令和２年度は７区すべ

てで８月～１月の間で開催（緊急事態宣言が発出されたことから１月以降中止）。 

市民とろうあ者との接点、交流の場と位置づけ、開催場所や日程も随時の受

講ができるようにした。 

 

２ 実施状況 

（１）講座実施回数 … 全１１７回実施／計画１４０回 

（２）延参加者数  … ５８９人 

（３）実参加者数  … ４５人 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を１０人として実施。 

  令和３年１月１４日以降分については緊急事態宣言発出のため中止した。 

 

≪参加者数内訳≫ 

 

 

 

コース

名 
回数（時間） 定員 開催場所 

実績 

回数 参加者数 平均 
実 

参加者数 

堺区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 

健康福祉 

プラザ 

１８

回 
延５９人 ３人 ５人 

中区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 
中区役所 

１８

回 

延１４５

人 
８人 １０人 

東区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 
東区役所 

１６

回 

延１１８

人 
７人 ８人 

西区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 
西文化会館 

１５

回 

延１１３

人 
８人 ９人 

南区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 

泉ヶ丘 

市民センター 

１７

回 
延３２人 ２人 ４人 

北区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 

新金岡東校区 

地域会館 

１５

回 
延３３人 ２人 ４人 

美原区 
２０回（30時間） 

(２０講座×１回) 

１０

人 
美原文化会館 

１８

回 
延８９人 ５人 ５人 

資料４ 

令和２年度 実施事業の取組状況 



 

 

♦シンポジウム（フォーラム）の開催（資料３ １－④） 

 

１ 事業の概要 

市民の皆さんに「堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段

の利用を促進する条例」について、広く知っていただくため、堺市立健康福祉

プラザ視覚・聴覚障害者センターの指定管理業務として実施。 

令和２年度は、『「みる」情報コーナー』として条例の概要と堺市内の関係団

体を紹介するパネル展を実施したほか、『「みる・きく・感じる」映画上映会』

としてバリアフリー映画（日本語字幕・副音声付）「レインツリーの国」を上映。

また、『「みる・きく・感じる」公演とトーク』として、ＮＰＯ法人ＭＡＭＩＥ

（マミー）による手話劇を行った。 
   
２ 実施状況 

   ○「みる」情報コーナー 

（１）実施日   令和２年１２月１０日（木）～令和２年１２月１６日(水) 

   （２）場 所   堺市立健康福祉プラザ 

○「みる・きく・感じる」映画上映会・「みる・きく・感じる」公演とトーク 

（１）実施日   令和２年１２月１３日（金） 

   （２）場 所   堺市立健康福祉プラザ 
 
３ 参考 

≪周知チラシ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

♦学校における人権教育学習会への支援事業（平成３０年度より支援実施）（資料３ １－⑤） 

 

学校においては、これまでも人権教育学習会等の取組を進めているが、さらなる人権教

育の取組を推進するため、学校が実施する人権教育学習会または講演会等に対し、教育委

員会が支援を行う。 

令和２年度の実施内容に関しては、「堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーショ

ン手段の利用を促進する条例」第１３条の規定に基づき、障害者のコミュニケーション手

段に接する機会の提供等に努めるものとしている。 

 ≪概要≫ 

① 対象  各小中学校の児童生徒 

② 内容  当事者の紹介、手話にまつわる話、手話体験 

③ 講師  聴覚障害者当事者及び手話通訳士 

 

 

 

♦職員向け（全庁）研修の開催（資料３ ２－(３)－①） 

 

１ 事業の概要 

手話をはじめとする障害者のコミュニケーション手段について、庁内職員の

理解を深めるため、庁内研修を実施。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、動画配信での研修とした。 

令和２年度は、以下の内容で実施。 

① 「障害者差別解消法」における合理的配慮について 

② 視覚障害・聴覚障害とコミュニケーション手段について 

③ 読書バリアフリー法について 

 

 ２ 実施状況 

（１）研修方法   … 動画配信による 

（２）参加者数   … ２９０人 

（３）実施時期   … 令和３年２・３月 

 

 

 

♦特別定額給付金事業における各種情報保障（資料３ ２-(４)-①） 

 

１ 事業の概要 

令和２年６月～８月にかけて行われた特別定額給付金事業において、視覚

障害者に向けた情報保障のため、制度案内や申請書の記載方法などについて

録音した音声ＣＤを送付。さらに希望者には、点字版やデイジー版の提供を

行った。 

また、手話を言語とする方に向けては、ＹｏｕＴｕｂｅ(堺動画チャンネ

ル)にて制度案内等を手話で説明する動画を掲載。 



 

 

 ２ 実施状況 

   ○音声ＣＤの送付 

（１）対象者…堺市の身体障害者手帳（視覚障害）認定者のうち、障害等級 

を問わず、特別定額給付金の申請・受給権者である方全員 

    （２）送付時期…令和２年６月 

    

   ○ＹｏｕＴｕｂｅ(堺動画チャンネル)における手話動画掲載 

    （１）対象者…制限なく視聴可能 

（２）掲載時期…令和２年６月 

 

 

 

 

 


